
     

印
東
庄
の
成
立 

 

大
土
地
所
有
制
は
、
天
平
十
五
年(

七
四
三)

に
発
布
さ
れ
た
墾
田
永
世
私
財
法
に
端
を
発
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

資
力
の
あ
る
貴
族
や
有
力
な
寺
社
を
は
じ
め
、
地
方
豪
族
や
裕
福
な
班
田
農
民
に
至
る
ま
で
、
政
府
の
許
し
を
得

て
開
発
に
着
手
し
た
。
ま
ず
灌
漑
施
設
を
整
備
し
、
の
ち
に
墾
田
の
開
発
を
す
す
め
る
の
を
順
序
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
墾
田
は
、
近
畿
を
は
じ
め
そ
の
周
辺
地
域
に
著
し
く
、
こ
れ
に
対
す
る
東
国
は
遠
隔
地
で
あ
っ
た
た
め
、
開
発
の
テ
ン
ポ
は
緩
慢
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
墾
田
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
事
務
所
や
収
穫
物
を
お
さ
め
る
倉
庫
な
ど
の
建
物
群
が
た
ち
、
こ
れ
を
荘
と
称
し
た
。

こ
の
荘
と
墾
田
か
ら
な
る
結
合
体
を
荘(
庄)

園
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

初
期
荘
園
に
は
、
墾
田
を
基
礎
に
成
立
し
た
自
墾
地
系
荘
園
と
、
す
で
に
開
か
れ
て
い
た
耕
地
を
売
得
や
寄
進
に
よ
っ
て
集
積
し
た
既

墾
地
系
荘
園
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
墾
田
は
国
に
租
税
を
お
さ
め
る
輸
租
田
で
あ
っ
た
が
、
有
力
者
は
次
第
に
こ
れ
を
不
輸

租
化
し
、
さ
ら
に
検
田
使
の
立
ち
入
り
を
拒
む
こ
と
の
で
き
る
権
限
を
入
手
し
て
、
不
輸
不
入
の
荘
園
に
か
え
て
い
っ
た
。
こ
の
為
に
、

墾
田
か
ら
あ
が
る
収
益
は
減
少
し
、
国
家
の
財
政
が
苦
し
く
な
る
と
弱
小
の
荘
園
に
圧
迫
が
加
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
抑
圧
か

ら
の
が
れ
、
収
入
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
権
力
者
に
荘
園
を
名
目
上
の
寄
進
を
し
、
自
ら
は
荘
官
と
な
っ
て
権
利
を
保
持
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
顕
著
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
荘
園
を
寄
進
地
系
荘
園
と
呼
ん
で
い
る
。
寄
進
を
う
け
た
権
力
者
を
本
所

と
か
領
家
と
か
よ
び
、
彼
等
は
荘
園
を
保
護
す
る
代
償
と
し
て
、
そ
の
荘
園
か
ら
あ
が
る
収
益
の
一
部
を
お
さ
め
た
。
か
の
有
名
な
藤
原

貴
族
の
経
済
的
な
基
盤
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
寄
進
地
系
荘
園
の
集
積
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
関
東
に
存
す
る
荘
園
や
御
厨
の
成
立
の
時
期
を
み
る
と
、
五
〇
数
荘
の
う
ち
、
九
世
紀
以
前
の
荘
園
が
九
荘
、
一
〇
世
紀
以
前

が
一
荘
と
極
め
て
少
な
く
。
外
の
す
べ
て
は
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
者
が
初
期
荘
園
の
形
態
を
と
る
の
に
対
し
て
、 
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後
者
は
概
ね
寄
進
地
系
荘
園
か
ら
な
っ
て
い
る
。
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
関
東
地
方
に
お 

け
る
在
地
領
主
の
成
立
の
時
期
は
、
一
一
世
紀
後
半
以
降
と
み
ら
れ
、
特
に
房
総
に
お
い
て 

は
、
大
私
営
田
領
主
平
忠
常
の
没
落
後
の
荒
廃
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い 

る
。
そ
し
て
、
在
地
領
主
の
生
ま
れ
る
時
期
が
大
開
墾
の
時
代
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い 

る
。
本
項
で
と
り
あ
げ
る
印
東
庄
も
、
上
記
の
敬
意
の
中
で
成
立
し
た
荘
園
の
一
つ
で
あ
る
。 

京
都
の
醍
醐
寺
に
伝
わ
る
『
醍
醐
雑
事
記
』
の
裏
文
書
に
印
東
庄
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。 

久
寿
二
年(

一
一
五
五)

ご
ろ
の
も
の
で
、
こ
の
こ
ろ
、
印
東
庄
の
荘
官
職
で
あ
る
平
常
澄
が
、 

当
社
の
預
所
職
の
菅
原
定
隆
と
年
貢
の
納
入
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
そ
の
裁
定
を
荘
園
領
主
に 

求
め
た
も
の
で
あ
る
。
断
簡
の
た
め
詳
細
を
知
り
得
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
全
部
で
三
通 

あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
一
通
に
「
印
東
庄
郷
司
村
司
交
名
」
が
あ
り
、
本
町
を
は
じ
め
佐
倉

市
、
富
里
町
の
地
名
と
郷
司
、
村
司
、
公
文
、
沙
汰
人
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
ま
で
に
引
用
し
よ
う
。 

 
 

□
□

□
□

印
東
御
庄
郷
司
村
司
等
交
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合 
 

 
 

 
 

□
□

篠
塚
調
道
清 

 
 

 
 

 
 

佐
倉
市
大
篠
塚
か
小
篠
塚 

 
 

 
 

 
□

□
□

崎
藤
原
行
宗 

 
 

 
 

 

佐
倉
市
六
崎
か
山
崎 

 
 

 
 

 
□

□
□

□

文
屋
頼
里 

 
 

 
 

 
□

□
□

崎
苅
田
重
益 

 
 

 
 

 

佐
倉
市
六
崎
か
山
崎 

 
 

 
 

 
□

□
□

□

平
重
用 

 
 

 
 

 
□

□

中
沢
苅
田
弘
益 

 
 

 
 

 

富
里
町
中
沢 
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□
□

□

柄
藤
則
里 

 
 

 
 

 
 

□

柄
は
不
明 

 
 

 
 

 
□

□
□

朽
田
平 

 
 

 
 

 
 

 

朽
田
は
不
明 

 
 

 
 

 
□

□
□

代
苅
田
貞
綱 

 
 

 
 

 

佐
倉
市
上
代
か 

 
 

 
 

 
□

□
□

中
臣
忠
兼 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
□

□
□

□
□

父 
 

 
 

 
 

□
□

□
石
橋
苅
田
成
家 

 
 

 
 

酒
々
井
町
上
岩
橋
・
下
岩
橋
か 

□
□

□

小
上
藤
原
弘
里 

 
 

 
 

酒
々
井
町
尾
上 

 
 

 
 

□
□

□

朽
田
平 

 
 

 
 

 
 

 

朽
田
は
不
明 

 
 

 
 

 
□

□
□

新
橋
朝
原
清
里 

 
 

 
 

富
里
町
新
橋 

 
 

 
 

 
□

□
□

大
手
谷
中
臣
忠
證 

 
 

 

大
手
谷
は
不
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
□

□

平
重
吉 

 
 

 
 

 
□

□
□

□

成
方 

と
あ
る
。
地
名
に
は
篠
塚
、□

崎
、
中
沢
、□
柄
、
朽
田
、□

代
、
石
橋
、
小
上
、
新
橋
、
大
手
谷
が
み
ら
れ
、
人
名
は
苅
田
四
名
、
藤

原
三
名
、
平
三
名
、
中
臣
二
名
、
文
野
一
名
、
朝
原
一
名
、
調
一
名
、
不
明
一
名
と
な
る
。
彼
等
は
常
澄
の
も
と
で
荘
務
を
担
当
し
、
村

郷
を
支
配
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
吾
妻
鏡
』
の
文
治
二
年(

一
一
八
六)

三
月
十
二
日
の
「
関
東
御
知
行
国
国
内
、
乃
貢
未
済
庄
庄
」
の
中
に
「
印
東
庄(

成
就
寺
領)

」
と
あ

る
。
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
印
東
庄
は
成
就
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
成
就
寺
に
つ
い
て
は
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
成
田
市
史
』

中
世
・
近
世
編
に
詳
細
な
考
証
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
仁
和
寺
の
一
塔
頭
で
あ
る
成
就
寺
が
該
当
す
る
と

し
『
吾
妻
鏡
」
の
成
就
寺
は
、
成
就
寺
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
仁
和
寺
は
、

仁
和
四
年(

八
八
八)

宇
多
天
皇
の
御
願
寺
と
し
て
営
ま
れ
た
名
刹
で
あ
る
。
宇
多
天
皇
は
菅
原
道
真
を
登
用
し
、
藤
原
氏
を
抑
え
よ
う
と

さ
れ
た
天
皇
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
実
は
、
印
東
庄
の
預
所
職
菅
原
定
隆
葉
、
菅
原
道
真
の
後
裔
で
あ
り
、
か
か
る
関
係
か
ら
、
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宇
多
天
皇
―
仁
和
寺
―
菅
原
家
と
は
か
な
り
親
密
な
糸
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
う
け
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
仁
和
寺
成
就
院
説
の
可

能
性
は
案
外
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
在
地
領
主
の
平
常
澄
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
平
忠
常
の
曾
孫
常
時
の
子
で
、
上
総
介
八
郎
と
し
て
知
ら
れ
る

広
常
の
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
印
東
庄
は
上
総
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
印
東
庄
は
、
富
里
町
中
沢
を
東
限
、
佐

倉
市
佐
倉
を
西
限
、
成
田
市
八
代
を
北
限
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
南
限
に
つ
い
て
は
、
八
街
町
の
北
辺
ぐ
ら
い
を
庄
域
に
し
て
い
た

よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。 

    
 

 


